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１

行政不服審査法の改正について

１ 改 正 の 概 要 に つ い て

(1) 申 請 に 対 し ， 拒 否 処 分 が さ れ た 場 合 等 ， 行 政 庁 に 不 服 申 立 て

を す る こ と が で き ま す 。 こ の 制 度 に つ い て の 一 般 法 が 行 政 不 服

審 査 法 で す が ， 昨 年 ６ 月 ， 制 定 後 約 ５ ０ 年 ぶ り に 抜 本 的 な 見 直

し が 行 わ れ ま し た 。

(2) そ の 趣 旨 は ， ① 公 正 性 の 向 上 ② 使 い や す さ の 向 上 ， ③ 救 済

手 段 の 充 実 ・ 拡 充 の ３ つ の 観 点 か ら 改 正 さ れ た も の で す 。

(3) 審 議 会 に 関 係 す る 主 な 改 正 点 は ， 次 の ６ 点 で す 。

ア 原 則 と な る 不 服 申 立 類 型 が 「 審 査 請 求 」 に 一 元 化 さ れ る こ

と 。

イ 「 審 理 員 」 制 度 が 導 入 さ れ る こ と 。

ウ 「 行 政 不 服 審 査 会 等 へ の 諮 問 」 手 続 が 導 入 さ れ る こ と 。

エ 審 査 請 求 人 等 の 手 続 保 障 が 拡 充 さ れ る こ と 。

オ 不 服 申 立 て 期 間 が ， 現 行 の ６ ０ 日 か ら ３ か 月 に 延 長 さ れ る

こ と 。

カ 標 準 審 理 期 間 設 定 の 努 力 義 務 等 ， 迅 速 性 の 確 保 等 が 図 ら れ

る こ と 。

(4) 「 審 理 員 」 制 度 と は

ア 概 要

改 正 法 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 新 た に 導 入 さ れ る も の で ， 原 処

分 に 関 与 し て い な い 審 査 庁 の 職 員 （ 審 理 員 ） が 審 理 手 続 を 行

う 制 度 で す 。 た だ し ， 次 に 掲 げ る 場 合 は ， こ の 限 り で な い と

さ れ ま す 。

(ｱ) 教 育 委 員 会 等 行 政 委 員 会 や 附 属 機 関 が 審 査 庁 で あ る 場 合

(ｲ) 条 例 に 基 づ く 処 分 に つ い て 条 例 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合

(ｳ) 審 査 請 求 を 却 下 す る 場 合

イ 審 理 員 意 見 書

審 理 員 は ， 審 理 手 続 を 終 結 し た と き は ， 遅 滞 な く ， 審 査 庁

が す べ き 裁 決 に 関 す る 意 見 書 を 作 成 し ， 作 成 後 は 速 や か に ，

事 件 記 録 と と も に ，審 査 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い と さ れ

ま す 。
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(5) 「 行 政 不 服 審 査 会 等 へ の 諮 問 」 と は

ア 概 要

有 識 者 等 か ら な る 第 三 者 機 関 を 設 置 し ， 審 査 庁 の 判 断 の 妥

当 性 を チ ェ ッ ク （ 調 査 審 議 ） す る も の で す 。

イ 諮 問

審 査 庁 は ， 審 理 員 意 見 書 の 提 出 を 受 け た と き は ， 審 理 員 意

見 書 及 び 事 件 記 録 の 写 し を 添 え て ， 第 三 者 機 関 （ 市 の 附 属 機

関 ） に 諮 問 し な け れ ば な ら な い と さ れ ま す 。 た だ し ， 原 処 分

又 は 裁 決 の 際 に 他 の 第 三 者 機 関 の 関 与 が あ る 場 合 や 審 査 請 求

を 却 下 す る 場 合 ， 審 査 請 求 の 全 部 を 認 容 す る 場 合 等 は 諮 問 不

要 で す 。

２ 情 報 公 開 条 例 及 び 個 人 情 報 保 護 条 例 へ の 影 響

(1) 改 正 法 施 行 前 に 両 条 例 を 改 正 す る 必 要 が あ り ま す 。

(2) 改 正 の 内 容 は ， 両 条 例 の 規 定 に よ る 処 分 等 に 係 る 不 服 申 立 て

に つ い て ， 審 理 員 制 度 を 導 入 す る か ， 現 行 制 度 （ 審 議 会 へ の 諮

問 ） を 維 持 す る か に よ り 異 な り ま す 。

３ 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 へ の 影 響

(1) 不 服 申 立 て に つ い て 審 理 員 制 度 を 導 入 す る 場 合

(2) 現 行 ど お り 審 議 会 に 諮 問 す る 場 合

４ そ の 他

第 三 者 機 関 （ 行 政 不 服 審 査 会 等 ） と 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審

議 会


